
第４章　海上安全・保安の確保と環境保全
１. 国際海事機関（IMO）

国際海事機関（International・Maritime・Organization）は、海上の安全、船舶からの海洋
汚染防止等、海事分野の諸問題についての政府間の協力を推進するために 1958 年に設立され
た国連の専門機関であり、１年を通じ様々な委員会・小委員会が開催され、専門分野の国際ルー
ルについて議論が行われている。
我が国は、世界の主要海運・造船国として各会合に積極的に参画し、国際的な議論をリード
している。

図表 4-1　IMO の組織図

•全加盟国で構成
•２年に１回開催

総 会

•理事国４０カ国
で構成
•１年に２回開催

理 事 会 海上安全委員会（ MSC ）

海洋環境保護委員会
（ MEPC ）

法律委員会（ LEG ）

技術協力委員会（ TC ）

簡易化委員会（ FAL ）

貨物運送小委員会（CCC）

人的因子訓練当直小委員会（ HTW ）

IMO 規則実施小委員会（ III）

航行安全･無線通信･捜索救助小委員会
（ NCSR ）

汚染防止・対応小委員会（PPR）

船舶設計・建造小委員会（SDC）

船舶設備小委員会（ SSE）

２. 安全確保の柱としての資格制度
図表 4-2　船員の乗組み体制

船舶職員とは、乗組員のうち、船長、機関長、航海士、機関士など船内における各種の業務
の責任者をいい、船舶所有者は、船舶の大きさや航行区域などに応じた乗組み基準に従って海
技免状を受有する船舶職員を乗り組ませることとなっている。
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図表 4-3　海技免許有効者数

※　電子通信とは、GMDSS無線設備（従来のモールス設備を主体とする通信システムに代わるテレックスや無線電話を主体とする通信システム等）を有
する船舶に乗り組むための資格。

図表 4-4　小型船舶操縦免許有効者数

※　複数資格を有する者は各区分の操縦免許証有効者数へ計上している。

小型船舶においても、航行の安全を確保するため、船長（小型船舶操縦者）には小型船舶操
縦士の免許が必要であり、船舶所有者は、船舶の航行区域や構造などに応じた乗船基準に従っ
て小型船舶操縦士を乗船させることとなっている。

図表 4-5　締約国資格受有者承認証有効者数

※１　我が国では、これまでに、日本籍船に乗り組む外国人船員の資格証明書を日本政府側が承認する二国間の約束を 18か国※ 2と、外国籍船に乗り組む
日本人船員の資格証明書を外国政府側が承認する二国間の約束を 15か国※ 3と、それぞれ締結している（2020 年３月現在）。

※ 2・　フィリピン、トルコ、ベトナム、インドネシア、インド、マレーシア、クロアチア、ルーマニア、ブルガリア、ミャンマー、スリランカ、モンテネグ
ロ、バングラデシュ、韓国、英国、パキスタン、ロシア、ポーランド

※ 3・バヌアツ、シンガポール、パナマ、バハマ、マルタ、リベリア、マーシャル諸島、キプロス、マレーシア、ツバル、セントビンセント及びグレナディー
ン諸島、モンゴル、韓国、キリバス、ロシア

STCW条約に基づき相手国の船員の資格を承認する旨の二国間の約束をしている締約国の
資格証明書を有する外国人船員について、国土交通大臣の承認を受ければ、日本の海技資格を
有しなくても外航日本籍船の船舶職員として乗り組むことができる制度。

数字で見る海事
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３. 航行を支える水先業務
図表 4-6　水先区及び水先人数

● 釧路(3)
●

室蘭(4)

函館(3)

小樽(4)

留萌(3)

八戸(3)

釜石(10)

仙台湾(4)

秋田船川(5)

酒田(7)

新潟(6) 

田子の浦(4)

清水(5)

伊勢三河湾(110)

伏木(4)
七尾(3)

舞鶴(4)

和歌山下津(4)

大阪湾(102)

境(4)

小松島(3)

関門(37)

佐世保(4)

長崎(5)

島原海湾(7)
鹿児島(3)

細島(4)

（※印は、強制水先区）
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※
東京湾区
横浜川崎区
横須賀区

※
伊勢三河湾区

※
大阪湾区

※
備讃瀬戸区
来島区

※
関門区

※
佐世保区

※
那覇区

水先免許者数：711人
（令和2年4月1日現在）

全水先区 ：34区
（令和2年7月10日現在）

（尾鷲水先区は、令和２年７月10日に廃止）

我が国においては、全国で 35の水先区が設定されており、そのうち、特に厳しい船舶交通
の難所とされる 10の水域では、当該水域を航行する一定の船舶に対し、水先人の乗船が義務
付けられている（強制水先）。

４. 船舶による油濁問題への取組
図表 4-7　油による汚染損害の賠償・補償制度の概要（持続性油タンカーが対象）

油タンカーによる油流出事故等が起こった場合、地方自治体及び漁業関係者等が大きな損害
を被ることになる。そうした事故損害に際し、適切な賠償や補償がなされるような国際的な制
度が、上記の条約・議定書によって確立されている。・
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図表 4-8　燃料油による汚染損害及び難破物除去損害に係る保険契約締結の義務付け対象を拡大

燃料油による汚染損害及び座礁船等の除去費用を賠償するための保険加入を義務付けるため、
二つの国際条約 (燃料油条約及びナイロビ条約）の国内法制化として、令和元年５月に改正油
賠法が改正され、保険契約の義務付け対象は、内外航問わず一定国際総トン数以上の船舶に拡
大された。

５. ポートステートコントロール
航行の安全の確保及び海洋環境の保全等の目的のためには、国際条約の基準に適合していな
いサブスタンダード船を排除することが必要がある。このため、我が国に寄港する外国船舶に
対し、寄港国による監督（ポートステートコントロール（以下「PSC」という。））を行っている。
また、日本を含め、アジア太平洋地域では、1993 年に東京において締結された「アジア太平
洋地域におけるPSCの協力体制に関する覚書（東京MOU）」（現在 21当局）の枠組みのもと、
効率的なPSCを実施するため、意見交換や訓練等を実施している。

数字で見る海事
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